
福井県丹南広域組合の執務時間を定める規則 

 

平成 2年10月 1日規則第1号 

改正 平成 4年12月10日規則第1号 

改正 平成19年 3月29日規則第3号 

改正 平成24年 4月 1日規則第1号         

         

 

 組合の執務時間は、福井県丹南広域組合の休日を定める条例（平成２年福井県丹南

広域組合条例第３号）第１条第１項に規定する組合の休日を除き、次のとおりとする。 

 (1) 月曜日から金曜日まで、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成４年規則第１号） 

この規則は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第１号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 


